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令和６年第３回市議会定例会提出予定議案総括表 

 

○議 案   １９件（議案第４８号～６６号） 

・補正予算に関するもの              １件（４８号） 

 ・条例に関するもの                ８件（４９号～５６号） 

・財産の取得に関するもの             ３件（５７号～５９号） 

・人事に関するもの                ２件（６０号～６１号） 

・専決処分の承認に関するもの           ５件（６２号～６６号） 

 

 

〇報 告   １０件（報告第３号～１２号） 

 ・債権放棄の報告に関するもの           １件（３号） 

 ・専決処分の報告に関するもの           ４件（４号～７号） 

 ・継続費及び繰越明許費繰越計算報告に関するもの  ５件（８号～１２号） 
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議 案 番 号 件         名 

議案第４８号 

財 政 課 

令和６年度小山市一般会計補正予算（第２号） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、小山市一般会計補正予算について、 

議会の議決を求めるもの 

補 正 予 算 額      １８億８，０５３万５千円 

補正後予算総額     ７３１億３，０５３万５千円 

○歳入内訳（単位:千円） 

・国庫支出金  １，８２１，２８６ 

・県支出金       ６，８３０ 

・繰入金       １８，８１９ 

・市債        ３３，６００ 

 

○歳出内訳（単位:千円） 

・定額減税補足給付金（調整給付）給付費 
１，３００，０００ 

・定額減税補足給付金（調整給付）給付 
事業事務費        １４，７８８ 

・新たな住民税非課税等世帯給付金給付 
事業費         ３００，０００ 

・新たな住民税非課税等世帯給付金 
（こども加算）給付事業費  ９０，０００ 
・新たな住民税非課税等世帯給付金給付事

業事務費         ３２，８９９ 
・学童保育館施設整備事業費 

 ４１，６８８ 
・もみじ保育所解体工事事業費 

 ３４，５００ 
・低所得の子育て世帯給付金（こども加算） 
給付事業費        ３０，０００ 

・間々田地区新設保育所整備事業費 
           ２５，１３０ 

・その他          １１，５３０ 

 
 

 

議案第４９号 

環 境 課 

小山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

市民等が、もやすしかないごみを排出する際に指定ごみ袋の使用を義務付け、

分別及び再資源化の意識を高めることによりごみの削減を図るため、所要の改正

をするもの 

 

(1)内 容 

ア 家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の定義規定を加える（第１条の２関

係）。 

イ 廃棄物を排出する際の一般廃棄物処理計画の遵守義務規定を加える（第２

条の４関係）。 
ウ 廃棄物を排出する際の指定ごみ袋の使用義務規定を加える（第２条の５関

係）。   
 エ その他条項ずれへの対応及び文言の整理等を行う（前各号以外の部分）。 
 
(2)施行日 公布の日（ただし、指定ごみ袋の使用義務規定については、令和６年

１０月１日から） 
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議案第５０号 

こども政策課 

小山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい

て  

不妊治療費の助成事務及び不育症治療費の助成事務について、申請手続きに

おける添付書類を省略することによる申請者の負担軽減と事務効率化を目的と

して、社会保障・地方税・防災に関して条例で定める事務（以下「独自利用事

務」という。）として規定するため、所要の改正をするもの 

 

(1)内 容 

 ア 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（以下「番号法」という。）が改正されたことに伴う文言の整理等を行

う（第４条関係）。 

 イ 番号法第９条第２項の規定に基づく独自利用事務として、不妊治療費・

不育症治療費の助成に関する事務を定める（別表第１関係）。 

 ウ 別表第１で掲げる独自利用事務を処理するため、必要な限度で利用する

ことができる特定個人情報を定める（別表第２関係）。 

 

(2)施行日 公布の日 

 

議案第５１号 

保 育 課 

小山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 市町村が従うべき、又は参酌すべきとされている特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部

が改正されたことに伴い、所要の改正をするもの 

 

(1)内 容 

 ア 施設が作成する記録等については、書面に代えて、電磁的記録とすること

ができるものとする（第５条、第３８条及び第５３条関係）。 

 イ 施設の重要事項については、掲示のほか、インターネットにより公衆の閲

覧に供することとする（第２３条関係）。 

 ウ 卒園後の受け入れ先に係る連携施設を確保しないことができる条件に、利

用調整に当たって、特定地域型保育事業の提供の終了に際し保護者の希望

に基づき引き続き必要な教育・保育の提供のための措置を講じている場合

を追加する（第４２条関係）。 

  

(2)施行日 公布の日 

 

議案第５２号 

保 育 課 

小山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について  

 市町村が従うべき、又は参酌すべきとされている家庭的保育事業等の設備及び

運営の基準に関する基準の一部が改正され、各教育・保育施設において従事する

職員等の配置基準が改められたことに伴い、所要の改正をするもの 

 

(1)内 容 

 各教育・保育施設において従事する職員等の配置基準を改める（第２９条、第

３１条、第４４条及び第４７条関係）。 
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(2)施行日 公布の日 

  

議案第５３号 

上下水道総務

課 

小山市水道事業給水条例の一部改正について 

水道法の改正により、水道整備・管理行政の一部が厚生労働省から国土交通省

の管轄となったことに伴い、所要の改正をするもの 

 

(1)内 容 

 ア 水道法第１６条の２第３項ただし書の改正に伴い、「厚生労働省令」を「国

土交通省令」に改める（第２条及び第４０条第２項関係）。 

 イ 水道法施行規則第１４条第３号の改正に伴い、「厚生労働大臣」を「国土交

通大臣及び環境大臣」に改める（第４７条関係）。 

  

(2)施行日 公布の日 

 

議案第５４号 

建 築 指 導 課 

小山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正につい

て 

 建築基準法の規定により、本条例において規定している地区計画の区域内にお

ける建築物の制限事項について、小山栃木都市計画の城山町三丁目第二地区地区

計画における建築物の制限事項及び小山第四工業団地地区地区計画における建

築物の制限事項がそれぞれ変更されたことに伴い、所要の改正をするもの 

 

(1) 内 容 

 ア 小山第四工業団地地区地区整備計画区域における壁面の位置の制限につ

いて、緩衝緑地帯が設けられている場合の道路境界線までの距離を、「１０メ

ートル」から「緩衝緑地帯の幅」に改める（別表第２（ウ）の欄関係）。 

 イ 城山町三丁目第二地区地区整備計画区域における建築物の用途の制限に

ついて、建築不可とする建築物を「２階以下の部分を住宅の用途に供するも

の」から「１階部分及び道路に面する２階部分を住宅の用途に供するもの」

に改める（別表第２（ア）の欄関係）。 

 ウ 文言の整理等を行う（ア・イ以外の部分）。 

 

(2) 施行日  公布の日 

 

議案第５５号 

教 育 総 務 課 

小山市立学校設置条例の一部改正について 

 令和７年４月に乙女小学校と網戸小学校を統合することに伴い、所要の改正を

するもの 

 

(1) 内 容 

  小学校の名称・位置より、「網戸小学校」の項を削除する（第２条関係）。 

 

(2) 施行日  令和７年４月１日 
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議案第５６号 

商 業 観 光 課 

小山市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等利子補給事業基金条例の

廃止について 

新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した中小企業者に交付す

る利子補給金の財源を積み立てるために本条例に基づいて設置した基金につい

て、令和６年４月をもって利子補給事業が終了したことに伴い、基金を廃止する

ため、条例を廃止するもの 

 

(1) 内 容 

  小山市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等利子補給事業基金条

例は、廃止する。 

 

(2) 施行日  令和６年８月１日 

 

 

議案第５７号 

消 防 総 務 課 

財産の取得について 

小山市消防署の救助工作車を購入することについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、提案するもの 

 

(1) 内 容 

 救助工作車の購入 

 （１）購入金額  １７４，３５０，０００円 

 （２）購入先   株式会社 モリタ 東京支店 

 （３）購入方法  指名競争入札 

 （４）納期    令和７年３月２１日 

 

議案第５８号 

消 防 総 務 課 

財産の取得について 

小山市消防署桑分署の災害対応特殊救急自動車及び小山市消防署野木分署の高規

格救急自動車を購入することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例の規定により、提案するもの 

 

(1) 内 容 

災害対応特殊救急自動車及び高規格救急自動車の購入 

 （１）購入金額  ８９，３２０，０００円 

 （２）購入先   栃木トヨタ自動車㈱粟宮店 

 （３）購入方法  指名競争入札 

 （４）納期    令和７年３月２１日 

 

議案第５９号 

消 防 総 務 課 

財産の取得について 
小山市消防団第２分団２部（中央町）の消防ポンプ自動車を購入することについて、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、提案

するもの 

 

(1) 内 容 

 消防ポンプ自動車の購入 

 （１）購入金額  ２１，７２５，０００円 

 （２）購入先   合資会社 渡辺商店 
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 （３）購入方法  指名競争入札 

 （４）納期    令和７年３月７日 

 

議案第６０号 

職 員 課 

 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

固定資産評価審査委員会委員の髙橋 剛（たかはし つよし）氏は令和６年９月１

日をもって任期満了となるため、同氏を再任することについて、地方税法の規定によ

り、議会の同意を求めるため、提案するもの 

 

(1)氏  名 髙橋 剛（たかはし つよし）（２期目） 

(2)住  所 小山市西城南１丁目２２番地６ 

(3)生年月日 昭和３９年１０月２９日 

(4)任  期 令和６年９月２日から令和９年９月１日（３年） 

 

議案第６１号 

人権・男女共同

参 画 課 

人権擁護委員候補者の推薦について 

人権擁護委員の野澤 容子（のざわ ようこ）氏は令和６年９月３０日をもって任

期満了となるため、同氏を再推薦することについて、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるため、提案するもの 

 

(1)氏  名 野澤 容子（のざわ ようこ）（２期目） 

(2)住  所 小山市大字下石塚３５０番地 

(3)生年月日 昭和２９年１月１２日 

(4)任  期 令和６年１０月１日から令和９年９月３０日（３年） 

 

 

議案第６２号 

財 政 課 

専決処分の承認を求めることについて（専決第３号 令和６年４月１６日専決） 

小山市一般会計補正予算（第１号） 

 令和６年度小山市一般会計予算の執行に当たり、予算の調製をする必要が生じまし

たが、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分を行いましたので、承認を求めるもの 

 

補 正 予 算 額         ５，０００万円 

補正後予算総額     ７１２億５，０００万円 

○歳入内訳（単位:千円） 

・国庫補助金    ５０，０００ 

 

○歳出内訳（単位:千円） 

・定額減税補足給付金（調整給付）事業費 

       ５０，０００ 

 
 

議案第６３号 

資 産 税 課 

 

専決処分の承認を求めることについて（専決第２６号 令和６年３月３０日  

専決） 

小山市税条例の一部改正について 

地方税法等の一部を改正する法律の規定に基づき、所要の改正をする必要が生

じたが、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、承認を求めるもの 

 

(1)内容  

  ア 市民税に関すること 
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（ア）職権による減免を可能とする規定の追加に伴う所要の改正を行う（第

５１条関係）。 

（イ）・（ウ） 

令和６年度分及び令和７年度分の個人市民税の特別税額控除に係る規定

の新設に伴う所要の改正を行う（附則第８条の５、附則第８条の６、附則

第８条の７、附則第８条の８及び附則第９条関係）。 

（エ）～（サ） 

特別税額控除の対象となる「所得割の額」について、「上場株式等の配当

所得の分離課税分」、「土地等の譲渡等に係る事業所得等の分離課税分」、

「長期譲渡所得の分離課税分」、「短期譲渡所得の分離課税分」、「一般株

式等に係る譲渡所得等の分離課税分」、「先物取引に係る雑所得等の分離

課税分」、「特例適用利子等及び配当等」、「条約適用利子等及び配当等」の

個人市民税の所得割の額を含める読替え規定の追加に伴う所要の改正を

行う（附則第１７条の３、附則第１７条の４、附則第１８条、附則第１９

条、附則第２０条、附則第２１条、附則第２１条の２及び第２１条の３関

係）。 

  イ 固定資産税に関すること 

（ア）職権による減免を可能とする規定の追加に伴う所要の改正を行う（第

７１条関係）。 

（イ）～（オ） 

「土地の価格」、「宅地等の負担調整措置」、「用途変更宅地等」、「農地の負

担調整措置」について、令和６年度から令和８年度までの間に行う措置

に伴い、規定の整備又は所要の改正を行う（附則第１２条、附則第１２条

の２、附則第１３条、附則第１３条の３、附則第１３条の４及び附則第１

４条関係）。 

（カ）地方税法の改正により生じた引用規定の整備等を行う（附則第１１条、

附則第１１条の２及び附則第１１条の３関係）。 

  ウ 特別土地保有税に関すること 

（ア）職権による減免を可能とする規定の追加に伴う所要の改正を行う（第 

１３１条の３関係）。 

（イ）法律改正により生じた特例期間の延長に伴う所要の改正を行う（附則 

第１５条の３関係）。  

 

(2)施行日 令和６年４月１日 

 

 

議案第６４号 

資 産 税 課 
専決処分の承認を求めることについて（専決第２７号 令和６年３月３０日  

専決） 

小山市都市計画税条例の一部改正について 

地方税法等の一部を改正する法律の規定に基づき、所要の改正をする必要が生

じましたが、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、承認を求めるもの 
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(1)内容  

ア 地方税法の改正により生じた引用規定の整備等を行う（改正前の附則第

２項～第４項、附則第１４項及び附則第１５項関係）。 

イ 宅地等の負担調整措置について、令和６年度から令和８年度までの間、

現行の制度を継続する措置を講じることに伴う所要の改正を行う（改正

後の附則第５項～第９項関係）。 

ウ 農地の負担調整措置について、令和６年度から令和８年度までの間、現

行の制度を継続する措置を講じることに伴う所要の改正を行う（改正後

の附則第１０項関係）。 

エ 用途変更宅地等について、令和６年度から令和８年度までの間、みなし

方式による課税標準額の遡及計算を行う規定の整備を行う（附則第１６

項及び附則第１７項関係）。 

オ 項ずれに対応する（ア～エ以外の部分）。 

 

(2)施行日 令和６年４月１日 

 

議案第６５号 

国 保 年 金 課 
専決処分の承認を求めることについて（専決第２８号 令和６年３月３０日  

専決） 

小山市国民健康保険税条例の一部改正について 

地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令

の規定に基づき、所要の改正をする必要が生じましたが、特に緊急を要し、議会

を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専

決処分を行いましたので、承認を求めるもの 

 

 

(1)内容  

 均等割額及び平等割額の減額措置に係る軽減判定所得の基準を改める（第２３

条関係）。 

   ア 軽減割合５割の軽減判定所得の基準 

改正前 43万円＋29万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

改正後 43万円＋29万5千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者

数）＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

    

 イ 軽減割合２割の軽減判定所得の基準 

改正前 43万円＋53万5千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者

数）＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

改正後 43万円＋54万5千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者

数）＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

 

 (2)施行日 令和６年４月１日 
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議案第６６号 

公 園 緑 地 課 

 

専決処分の承認を求めることについて（専決第２４号 令和６年３月２７日  

専決） 

損害賠償の額を定め和解することについて 

樹木の管理瑕疵による建物破損事故に係る損害賠償の額を定め和解すること

について、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法

第１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、承認を求めるもの 

 

(1)内容  

 １ 事故発生日時  令和５年６月８日（木）午後３時００分頃 

２ 事故発生場所  小山市中央町１丁目３番２４号 

３ 事故の相手方  東京都中央区新川１丁目１３番２号１１０２ 

           ＹＳＫ株式会社 代表取締役 月井 政道 

４ 事故発生状況  市が管理する小山御殿広場の樹木が繁茂して、樹木の落葉が

建物屋根に堆積し、堆積物が原因で建物内部に雨漏りが発生

し、建物が破損した。 

５ 損害賠償額   ２８０万円 

６ 和解の条件   市は相手方に損害賠償金を支払い、本件示談の他、両者間に

は一切の債権債務関係がないことを確認する。 

 

 

 
  

40



 
 

報 告 第 ３ 号 

建 築 課 

 

債権放棄の報告について 

 小山市住宅新築資金等に係る償還金債権について、小山市住宅新築資金等に係る

償還金債権の放棄に関する条例第２条の規定に基づき、令和５年度に放棄した債権

について、報告するもの 

 

 

放棄理由 
放棄 
件数 

放棄金額 
放棄した時期 

条例第２条第１号 ０件 ０円 － 
条例第２条第２号 ２件 ８，５８５，４００円 令和６年３月２６日 
条例第２条第３号 ０件 ０円 － 
条例第２条第４号 ０件 ０円 － 

報 告 第 ４ 号 

職 員 課 
専決処分の報告について 

 懲戒処分に対して提出された審査請求についての裁決による是正指示に基づき、減給

処分の期間短縮に伴う給与の不足分支払いに係る遅延損害金を支払うことについて、地

方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行いましたので、報告するもの 

 

◇専決第５号（令和６年５月９日専決） 

 市職員に対して行った減給１０分の１、４か月の懲戒処分について、当該処分に対

する審査請求が提出され、小山市公平委員会から小山市に対し、減給１０分の１、３

か月に修正する裁決の通知および是正指示があったことから、不足分の給与支払いに

伴い、遅延損害金を支払うもの 

賠償額  １，６７１円 

 

報 告 第 ５ 号 

道 路 課 
専決処分の報告について 

 市道管理の瑕疵等により損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分を行いましたので、報告するもの 

 

◇専決第２５号（令和６年３月２９日専決） 

 令和６年２月６日 市内大字立木地内において、市道管理の瑕疵により通行中の車

両を損傷させたもの 

賠償額  ４２，９００円 

 

◇専決第１号（令和６年４月３日専決） 

 令和５年１１月１８日 市内城北６丁目地内において、植樹桝内の街路樹が強風に

より倒れ、線路路肩に設置されているガードパイプを損傷させたもの 

賠償額 １７６，０００円 

 

◇専決第２号（令和６年４月１２日専決） 

 令和６年１月２５日 市内城北６丁目地内において、植樹桝内から車道に伸びてい

た樹木により通行中の車両を損傷させたもの 

賠償額 ２３０，５２５円 
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◇専決第４号（令和６年５月２日専決） 

 令和６年３月３０日 市内大字東野田地内において、市道管理の瑕疵により通行中

の車両を損傷させたもの 

賠償額 ５７，２５５円 

 

報 告 第 ６ 号 

建 築 課 

 

専決処分の報告について 

市営住宅の明渡請求及び滞納家賃請求事件に係る和解について、地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分を行いましたので、報告するもの 

 

◇専決第２２号（令和６年２月１６日専決） 

(1)相手方   小川 茂美（新網戸市営住宅C棟１６号室） 

        

(2)和解の内容 未払賃料等６６万７，９００円の支払義務を認める 

        令和１１年１月末日までに分割で支払うこと等 

(3)和解日   令和６年１月３１日 

 

報 告 第 ７ 号 

公 園 緑 地 課 

 

専決処分の報告について 

乙女八幡宮公園で発生した倒木による梨棚及びアパートフェンス破損に関する損

害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第１８０条第１項の規定により

専決処分を行いましたので、報告するもの 

 

◇専決第２３号（令和５年１１月８日専決） 

 令和５年７月１０日乙女八幡宮公園内の樹木が強風により倒れ、梨棚及びアパート

フェンスを損傷させたもの 

賠償額  ２４９，５９０円 

 

報 告 第 ８ 号 

財 政 課 

 

令和５年度小山市一般会計繰越明許費繰越計算報告について 

自治会負担軽減事業等の繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和６年度に繰り越

したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、報告するもの 

 

       事業名                      繰越額（円） 

(1) 自治会負担軽減事業 ５,０００,０００ 

(2) 大谷地区中心施設整備事業 １５４,５００,０００ 

(3) ネットワーク整備事業 ２,５２５,０００ 

(4) 社会保障・税番号制システム整備事業 １５,１６９,０００ 

(5) 
住民税非課税世帯への給付金給付事業（追加支

給分） 
１９,３８０,０００ 

(6) 
住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金給付

事業 
３１４,９８０,０００ 

(7) 
低所得の子育て世帯給付金（こども加算）給付

事業 
１５,８９７,０００ 

(8) 障がい者福祉システム改修事業 ４,２６３,０００ 

(9) 学童保育施設整備事業 ４,８６８,０００ 

(10) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 ３２,０００,０００ 
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(11) 農村活性化推進事業 ６,８５２,０００ 

(12) 畜産クラスター事業 ７４,６９２,０００ 

(13) 農地耕作条件改善事業 ２４,９４８,０００ 

(14) 小山市共通商品券発行事業 １３０,０００,０００ 

(15) 中小企業等省エネルギー設備導入支援事業 ３０,０００,０００ 

(16) 市道２６３号線道路改良事業 １,３８２,０００ 

(17) 小山駅周辺地区第二期道路整備事業 ２５,４００,０００ 

(18) 間々田駅周辺地区第三期道路整備事業 ２５,３００,０００ 

(19) 大谷地区道路整備事業 ２０２,７５０,０００ 

(20) 市道１１９８号線道路改良事業 ２１,２５０,０００ 

(21) 一般市道改良事業 ３１,３３０,０００ 

(22) 地区道路整備事業 ２,９００,０００ 

(23) 間々田駅周辺地区まちづくり整備事業 １２,５００,０００ 

(24) 排水強化対策事業 ４９１,２６４,０００ 

(25) 防災集団移転促進事業 １１３,７９７,０００ 

(26) 小山東部第一地区内公園整備事業 ２４,９２０,０００ 

(27) ３・４・１０１城東線道路改良事業 ９５,５００,０００ 

(28) 公園施設バリアフリー化整備事業 ６,２００,０００ 

(29) 城山（祇園城）公園再整備事業 ７１,２８３,０００ 

(30) 小山総合公園整備事業 ３９,８００,０００ 

(31) 小学校整備事業 ７,４３６,０００ 

(32) 小学校校舎照明ＬＥＤ化事業 １９５,５５８,０００ 

(33) 小学校トイレ改修事業 １５８,５００,０００ 

(34) 中学校トイレ改修事業 １４９,３００,０００ 

(35) 小学校給食維持支援事業 ３６,９９２,０００ 

(36) 中学校給食維持支援事業 ２９,１０４,０００ 

(37) 小山運動公園第二変電所電灯変圧器更新事業 ３４１,０００ 

 

 

報 告 第 ９ 号 

財 政 課 

 

令和５年度小山市水道事業会計予算繰越計算報告について 

配水設備拡張事業等に係る歳出予算の経費を令和６年度に繰り越したので、地方公

営企業法第２６条第３項の規定により、報告するもの 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 配水設備拡張事業 ７６,０００,０００ 

(2) 配水設備改良事業 １６,０００,０００ 
 

報告第１０号 

財 政 課 

 

令和５年度小山市水道事業会計継続費繰越計算報告について 

羽川西浄水場電気設備機能増設工事の継続費に係る歳出予算の経費を令和６年度

に繰り越したので、地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、報告す

るもの 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 羽川西浄水場電気設備機能増設工事 ８７,０９０,０００ 
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報告第１１号 

財 政 課 

 

令和５年度小山市下水道事業会計予算繰越計算報告について 

公共下水道事業汚水管渠建設事業等に係る歳出予算の経費を令和６年度に繰り越

したので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、報告するもの 

 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 公共下水道事業汚水管渠建設事業 １８９,０００,０００ 

(2) 公共下水道事業処理場建設事業 ３８,０００,０００ 

(3) 雨水施設建設事業 １０,０００,０００ 

(4) 公共下水道事業建設総係費 １,６５２,０００ 

(5) 流域下水道建設事業 ７,９８０,０００ 

 

 

報告第１２号 

財 政 課 

 

令和５年度小山市下水道事業会計継続費繰越計算報告について 

大行寺排水区雨水ポンプ場・調整池新設工事の継続費に係る歳出予算の経費を令和

６年度に繰り越したので、地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、

報告するもの 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 大行寺排水区雨水ポンプ場・調整池新設工事 ４０８,０００,０００ 
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